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１
　�日本の高速道路の長さは大
変小さいという状況にある

　日本の高速道路は、これから人口減
少社会に向かうなかで、もういらない
と言う議論が大変多くなっています。
しかし、中国を除いた先進国と比べま
すと、面積、人口対比でも、とりわけ
GDP対比でみても高速道路の長さと
いうものが大変小さい状況にありま
す。
　また、車がそれぞれの国で走ってい
る総延走行キロ数の中に占める高速道
路はどのくらいの役割を担っているの
かというと、日本が約８～９％位とい
うことが言われています。
　それに対して、欧米では20～30％で

あり、それだけ、経済あるいは人の交
流の中で、車あるいは道路の占める役
割は大きいわけです。日本の場合は、
やはり分担率が欧米に比べて低いとい
うような状況にあるのが現実です。

２
　�各国の民営化の状況はどう
なっているのか？

　日本では2005年10月に道路関係四公
団の民営化により、６つの株式会社と
独立行政法人がひとつ生まれました。
　その主な目的として、40兆円を越え
る債務を45年間で確実に返済をしよ
う、また一方で真に必要な道路を早く
造ろう、さらに料金の引き下げとサー
ビスの向上を計ろうといったようなこ

とで生まれました。
　イギリスでは、1980年代のサッ
チャー首相の改革が出発点ですが、国
営企業民営化の中でハイウェイ・エー
ジェンシーが生まれ、1994年以降、
PFI がイギリスでは一番早く進んでい
きました。これがさらに発展してファ
イナンス・オペレーションという形に
なっております。
　これの特長は非常に長期の期間に
亘って建設から開発、資金調達、現実
の維持運営といったところで全部一貫
した事業委託が行われているという方
式です。ちなみに、イギリスでは現在
８つの契約があるようですが、多くは
利用量に応じて公共団体が料金を払う
方式のようです。ですから、日本では
利用者が一人ひとり払うのに対して、
交通量が多ければ、たとえば国がそれ
に応じて料金を払う方式です。民間活
用の最大目的は「お金の価値を最大に
する」とでもいうのでしょうか。ここ
で、ひとつ着目しておかなければいけ
ないというのは、DBFOプログラム
の目的の中に、道路運営産業の育成が
明記されており、民営化と同時にそう
いう事業者の育成も大きな目標に入っ
ていると言うことだと思います。
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３
　�フランスではコンセッショ
ナーとして有料道路の建設
運営を担う

　フランスは、1955年、高速道路の建
設運営のためのコンセッション、長期
間に亘る高速道路事業を行うという
「事業権」を与えていいという法律が
できました。その後、少し時期のずれ
はありますが、「セムカ」という混合
経済会社が最初に生まれ、この後に純
粋民間会社が生まれ、コンセッショ
ナーとして有料道路の建設運営を担う
組織・会社が誕生してきました。パリ
の周辺などは無料になっていると言う
ことです。
　しかし、収益が出ないというような
問題があり、紆余曲折はあったもの
の、混合経済会社がいくつか統合さ
れ、たくさん生まれた民営化会社が一
社を除いて全て統合されてしまいまし
た。そして、2005年に残っていた法的
会社３社が政府保有株約２兆円を民間
放出いたしました。オーストラリアや
スペイン等、必ずしもフランスの会社
が株を買ったわけではないというよう
な状況になっております。

４
　�ドイツの有名なアウトバー
ンも民間活用が進行中

　ドイツは、アウトバーンが有名で、
無料で道路整備されていましたが、最
近では民間活用が進み、車量を取る方
式あるいは有料方式あわせて600㎞位
が改築整備中というように聞いており
ます。さらに、2005年からは大型ト
ラックへのGPS 方式による課金制度
が始まりましたが、GPS による課金
制度を受注したのはドイツテレコムと
ジーメンスとフランスのコヒルート
社、これのコンソーシアムが実はこの
事業の受注をしております。なぜ、フ
ランスのコヒルートが入ったかという

と、この会社は道路事業にずっと携
わってきており、唯一苦しい時代にも
民営化を貫き通した会社です。ドイツ
では無料でずっとアウトバーンを開放
していたので、いわゆる道路事業者が
育っていなかったのです。単発型の工
事・業務発注等はありましたが、料金
を間違いなく徴収したり、スムーズな
交通を確保するといった経験が全くな
かった。ですから、そういうことで先
行していたフランスの一つの会社が受
注できたということが起こったわけで
す。

５
　�スペインは世界のインフラ
運営産業としてのリーダー
を自任

　スペインは、1960年位から段階的に
民営化が進んできました。そのなか
で、有料道路につきましてはコンセッ
ション、事業権の付与という形で始ま
りました。スペインでは建設会社から
スタートした２つの会社が大きなコン
セッションです。今や彼らのアニュア
ルレポートをみると、世界のインフラ
運営産業としてのリーダーだというこ
とを書いています。スペインに留まら
ずに世界に出ているということ。もう
一つはインフラ産業、つまり、道路だ
けをやってない、あるいは建設だけを
やっていない。たとえば空港等、いろ
いろな業種に進出しているということ
です。

６
　�アメリカでは州政府等が事
業主体のために道路事業者
が育たない状況

　アメリカは、州政府等が事業主体で
あったために道路事業者が全く育って
いません。それで最近、シカゴのスカ
イウェイが、99年間のコンセッション
契約、インディアナで75年位のコン

セッション契約で、その権利に対して
大変高いお金を払うところがでてきま
した。やはりここでもヨーロッパの会
社が契約を取っております。
　道路運営事業会社が育っていないと
ころは結局、民営化の世界の中で自国
の産業に委ねられない格好になってい
ます。全部、主としてヨーロッパ勢に
やられている。ドイツでも、ドイツ以
外の会社とか、アメリカではヨーロッ
パ勢が入っているという事が起こって
います。
　実は中南米やアジアにも、ヨーロッ
パ勢が出てきています。

７
　�ヨーロッパの道路事業は民
間と公的部門が強調した事
業運営

　ヨーロッパにおける道路事業の民間
活用の展開というのは、コンセッショ
ン、 あ る い は PFI の 変 形 で あ る
DBFOという、いわゆる PPP方式、
つまり民間と公的部門が強調した格好
での事業運営をするという方式です。
　この最大の目的は、民間資金の活用
です。そして経営能力、技術能力の活
用、財政再建に役立てようというこ
と、さらに長期の事業委託をすること
によって従来、公的部門が担っていた
リスクを民間に移転するということが
起こっています。ただし、インフラで
すので、そのインフラがきちんと管理
されているかどうかという管理水準の
モニターを公的部門が権利の留保して
おりますし、それぞれの会社もアウト
カム指標、たとえば道路の平坦率や交
通事故率、あるいは渋滞損失時間等を
どうやってどこまで減らしていくの
か、というようなことをコミットメン
トしているということです。
　また、道路運営産業の育成というこ
とはDBFO、イギリスのモデル契約
書にもきちんと書いてあります。その

07責_道路_レポ_6.indd   30 2007/10/01   14:38:14



31

レ ポ ー ト

結果、ヨーロッパが世界に先行する競
争欲を持ってきたということ、それか
らインフラサービス産業が育ってきて
いるということが非常に大きなインパ
クトになっていると思います。

８
　�公的部門の財政問題を解決
するためにPPPが発展

　なぜ、こんな状況が生まれるのかを
まとめてみますと、最大の問題は公的
部門の財政問題です。それを解決する
ために、いわゆる PPPが発展をして
きました。同時にEUでは補助金の廃
止とか市場開放等が義務づけられたた
めに、たとえば建設事業も市場開放し
なければいけないし、自国の建設プロ
ジェクトだから必ず自分の国の中の競
争かというと、そんなこともなくなっ
てきたということになりました。
　それから建設会社も日本と同じで、
公共分野の事業というのが大変減って
いく中で、しかも景気の変動の波があ
るということから、安定的な分野、収
益性の高い分野を探さざるを得なく
なってきた。また、それぞれの国でイ
ンフラ産業というものの国際競争力を
強めようとか、水道を外国に任せてい
いのか、空港を任せていいのか、当然
そういう議論もあります。ですからど
うしても自分のところを育成していき
たいという需要があるわけです。
　一方、会社側からすると、上流から
下流まで全部行うインフラというの
は、やはり需要が非常に安定している
ので、長期的な契約という現実があ
る。
　しかし、実はこの PPP方式は開
発、資金調達、長期における事業のリ
スクマネジメント、それから現実のオ
ペレーションと、上流から下流まで大
変間口の広い仕事を長期に亘ってやる
という、非常に事業企画力が問われる
分野で、しかもリスクは全部移転され

るということになりますから、誰でも
簡単にできる分野ではないということ
です。経験があるほうがいろいろな意
味で安定感があります。

９
　�日本型を作っていくために
は各国の型を十分に勉強す
ることが必要

　私はアングロサクソン型自由経済体
制だけでは自由体制ではないのではな
いかと思っております。当然、日本は
日本型を追求していくべきですが、そ
の時にやはりアングロサクソン型、ア
メリカ型と言われるものと、ヨーロッ
パ型と言われるものともよく勉強して
まさに日本型を作っていくということ
が必要だと思います。
　EUは、各国の利害をうまく調和さ
せながら、EU全体の発展ということ
を考えており、一極集中型発展という
ことを全く考えていません。そういう
意味で今、日本の抱えている問題とい
うのは非常に一極集中型経済になって
きていて、地方に活性化、再生化が望
まれてきている時に、ヨーロッパモデ
ルというものが必要なのではないで
しょうか。
　そこで私が着目したいのは、多くの
社会的支出を伴いながらも、一人あた
りGDPというのは日本と同じような
水準を達成できているというひとつの
経済モデル、社会モデルを勉強したほ
うがいいのではないでしょうか。

10
　�様々な視点をもう一度見直
して日本中で努力をしてみ
よう

　人口が減るのだから道路はいらない
のではないかという論議が非常に強
かったわけですが、地域のいろいろな
方に伺いますと、結局都市部だけが整
備されて自分の所の命の道が全然整備

されていない、もっときちんと考えて
もらいたいというような事を保守・革
新を問わず皆さんおっしゃいます。本
当に何を追求すべき事なのかというこ
とをぜひ考えたいなと思うわけです。
　先ほども言いましたけれども、私は
アングロサクソン型系自由経済体制が
自由経済体質ではないという風に思い
まして、株主利益の最大化が市場価値
であるはずがないというように思いま
す。
　ですから、いわゆる官の世界も含め
て市民視点、環境視点、あるいは生産
性視点等もう一度全部見直して日本中
で努力したらどうなのだろうかとそん
なことを強く思っています。

〔経歴〕　昭和41年東京海上火災保
険株式会社に入社。平成13年６月、
同社取締役副社長に就任。平成15年
に初代独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構理事長に就任。
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